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第１章 本書の位置づけ 
 

本審査基準書は、本市が優先交渉権者を決定するための方法及び基準を示すものである。 

  



 

2 
 

第２章 提案の審査及び優先交渉権者の決定方法 
 

提案の審査及び優先交渉権者の決定の方法は、以下のとおりである。 

 

（図２-１）優先交渉権者決定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

内容評価及び価格評価 

基礎審査 

【提案審査】 

提示した条件を 

満たしていない場合 
失格 提案価格の審査 

失格 
要求水準を 

満たしていない場合 

（評価項目毎に採点） 

（あらかじめ設定した算式により採点） 

（内容、価格の得点を合計） 

内容評価 

価格評価 

総合評価 

要求水準の適合審査 

応募表明書等の受付 

【応募資格審査】 応募資格要件を 

満たしていない場合 
失格 応募資格審査 

提案書類の受付 

優先交渉権者及び次順位交渉権者の決定及び通知 
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提案審査のうち内容評価は、評価の公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な評価等を

行うため、学識経験者等で構成する提案評価委員会において評価を行う。 

なお、提案評価委員会の委員は以下のとおりである。 

 

（表２-１）地下鉄駅コンコース緑化事業提案評価委員会委員名簿（令和７年３月 17日設置） 

（敬称略） 

委員 役職 専門分野 

① 委員長 田上 健一 九州大学大学院 芸術工学研究院 教授 建築計画 

② 副委員長 西川 真水 西日本短期大学 緑地環境学科 教授 造園計画 

③ 委員 伊賀上 恵子 
福岡観光コンベンションビューロー 

事務局長 
観光 

④ 委員 宮本 信太郎 福岡市 住宅都市局 公園部長 行政 

⑤ 委員 濱田 靖之 福岡市 交通局 施設部長 行政 
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第３章 応募資格確認 
 

１ 応募表明書等の受付 
 

 本市は、応募者に求めた応募表明書等（様式１-１～様式１-11及び添付資料）がすべて揃って

いることを確認する。 

 

２ 応募資格確認 
 

本市は、提出された応募表明書等をもとに、応募者が公募要綱「第２章 １ 応募者の備える

べき応募資格」に示した応募資格を満たしているか審査する。なお、本市は、提出された応募表

明書等を審査したうえで必要があると判断した場合、応募表明書等の補足若しくは再提出又は追

加書類の提出を求めることがある。 

応募資格を満たしていない場合は、失格とする。なお、応募資格審査の結果は、提案審査に反

映するものではない。 
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第４章 提案評価 
 
１ 基礎審査 
 

基礎審査は、公募要綱に示す提案価格及び要求水準書に示す要求水準への適合について審査す

る。 

 

（１）提案価格の審査 

応募者の提案価格について、公募要綱「第１章 ７ 提案事項（４）提案価格」に示す「地下

鉄駅コンコース緑化事業の設計施工一括契約に係る事業費上限額」以下であることを審査する。 

 

（２）要求水準の適合審査 

応募者から提出された提案書類に記載された内容が、要求水準書に示す要求水準を満たして

いることを審査する。なお、本市は、提出された提案書類を確認したうえで必要があると判断

した場合は、応募者に文書で質問し、回答を求めることがある。 
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２ 内容評価及び価格評価 
 

内容評価点は 900点、価格評価点は 100点、合計 1,000点満点とする。 

内容評価点は、提案書類の内容について、以下の表に示す評価項目ごとに、以下の「（２）点数

付与基準」に示す加算割合に従って得点を算出し、その得点を合計したものとする。 

なお、計算にあたっては、小数点以下第二位を四捨五入する。 

 

（１）配点の枠組み 

内容評価及び価格評価の配点は以下のとおりである。詳細は別紙３「評価項目及び配点表」

を参照すること。 

 

（表４-１）評価項目及び配点 

分類 評価項目 配点 

内容評価 

（900点） 

全体計画 

（220点） 

基本方針 事業の基本的な考え方やコンセプト 100 

計画の実現性 事業の実施体制・スケジュール 60 

地域への貢献 地域経済への貢献方策 30 

環境への配慮 環境負荷低減等の方策 30 

緑化計画 

（520点） 

整備計画（全体） 

整備計画 120 

緑化施設等 40 

植物の調達 40 

整備計画（個別） 

空港線天神駅 80 

空港線博多駅 80 

空港線福岡空港駅 80 

七隈線博多駅 80 

維持管理計画 

（160点） 

維持管理（全体） 80 

日常管理 80 

価格評価（100点） 提案価格 100 

合計 1000 

 

 



 

7 
 

（２）点数付与基準 

内容評価点は、評価項目ごとに評価し、得点化したうえで付与した各点を合計し算出する。 

評価は、Ａ～Ｅの５段階評価による絶対評価とする。各評価区分の評価基準及び加算割合

は、以下のとおりである。 

 

（表４-２）点数付与基準 

評価区分 評価基準 加算割合 

Ａ 非常に優れている 配点×1.0 

Ｂ 優れている 配点×0.75 

Ｃ 標準的な提案がなされている 配点×0.5 

Ｄ やや劣っている 配点×0.25 

Ｅ 劣っている 配点×0 

 

（３）価格評価 

応募者は、「「地下鉄駅コンコース緑化事業」の設計施工一括契約に係る事業費（円）」を提案

すること。 

提案価格の評価点は、以下の式により算出する。 

 

提案価格の評価点 

＝ 配点 × 提案価格の最低額（円） ／ 当該提案価格（円） 
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（４）総合評価 

本市は、各応募者の内容評価点及び価格評価点の合計点数が最大となった提案を最優秀提案

とし、最優秀提案者を選定する。 

ただし、総合評価点が最も高い提案が複数あるときは、内容評価点が最も高いものを最優秀

提案とし、さらに同点の場合は、くじにより選定するものとする。 

 

 

総合評価点   ＝ 【内容評価点】 ＋ 【価格評価点】 

（満点 1,000 点）  （満点 900点）  （満点 100点） 
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第５章 優先交渉権者の決定 
 

本市は、提案評価委員会の評価結果を参考に、優先交渉権者及び次順位交渉権者を決定する。 

なお、優先交渉権者の決定にあたり、審査の過程で懸念事項として指摘された提案内容があっ

た場合、当該懸念事項を優先交渉権者に提示し、要求水準を逸脱せず、かつ提案内容を大幅に変

更しない範囲で、提案内容の改善を図ることを求める協議を行うことがある。 
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